
老
人
福
祉
法
施
行
条
例

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
）

第
二
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
次
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第

十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
で
定
め
る
基
準
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
本
文
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
第
九
条
第
二
項
中
「
二
年
間
」
と
あ
る
の
は
、「
五
年
間
」
と
す
る
。

２

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
次
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第

十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
で
定
め
る
基
準
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
本
文
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
。
以
下
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
基
準
」
と
い
う
。）
第
九
条
第
二
項
（
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
基
準
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
三
条
並
び
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
の
基
準
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
中
「
二
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
五
年
間
」
と
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
基
準
第
十
一
条
第
四
項
第
一
号
イ
及
び
第
五

十
五
条
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
二
人
」
と
あ
る
の
は
「
二
人
以
上
四
人
以
下
」
と
す
る
。

（
非
常
災
害
対
策
に
係
る
基
準
）

第
三
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
」
と
い
う
。）
は
、
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
関
す
る
避
難
等
の
具
体
的
計

第
十
四
号

老
人
福
祉
法
施
行
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

老
人
福
祉
法
施
行
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日
提
出

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

初
校

第
十
四
号

老
人
福
祉
法
施
行
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
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画
を
立
て
る
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
立
地
環
境
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
当
該
計
画
の
概
要
を
職
員
及
び
入
所
者
の
見
や
す
い
場
所
に
分
か
り
や
す
く
掲
示
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
は
、
非
常
災
害
時
に
お
け
る
施
設
の
運
営
に
必
要
と
な
る
三
日
分
の
非
常
用
の
食
糧
、
飲
料
水
等
を
備
蓄
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
特
性
に
応
じ
、
相
互
に
連
携
し
て
非
常
災
害
時
に
お
け
る
被
災
者
の
支
援
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
う

（
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
に
係
る
基
準
）

第
四
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
は
、
笑
顔
が
踊
る
と
く
し
ま
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
推
進
条
例
（
平
成
二
十
四
年
徳
島
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
歯
と
口
腔
の
健
康

づ
く
り
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
」
と
い
う
。）
に
関
す
る
職
員
の
知
識
及
び
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
入
所
者
の
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
域
と
の
交
流
に
係
る
基
準
）

第
五
条

養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
は
、
施
設
の
運
営
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
地
域
と
の
交
流
を
図
る
た
め
に
当
該
施
設
の
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
基
準
第
十
一
条
第
四
項
第
一
号
イ
及
び
第
五
十
五
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
を
除
く
。）
の
規

定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
整
備
し
た
記
録
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

提
案
理
由

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
老
人
福
祉
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
養
護
老
人
ホ

ー
ム
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
条
例
で
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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